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高知大学国際交流基金助成事業
平成２３年度　募集要項
平成２３年４月７日
                                                       高知大学国際交流基金管理委員会

　「高知大学国際交流基金施行細則」（平成17年1月12日規則第421号）第２条に基づき、平成２３年度の事業計画の募集を行う。ただし、平成２３年度に限り以下の３事業のみとする。
１　助成対象事業
　　助成対象事業は、次のとおりとする。
  Ⅰ　外国人留学生への奨学事業（詳細は別紙１)
Ⅱ　外国へ留学する学生への奨学事業（詳細は別紙２)
Ⅲ　大学院生の研究発表を目的とする海外派遣事業（詳細は別紙３)
２　応募資格
本学の学生とするが、申請者は当該学生のアドバイザー教員（指導教員）とする。
　　
３　応募方法
応募者は、申請書を作成し添付書類等を添えて、アドバイザー教員（指導教員）を通じて、教員の所属部局等の長及び各種委員会の委員長（以下部局等の長という。）で取りまとめの上、国際交流基金管理委員会に提出すること。
　　 
４　募集期間

平成２３年４月１２日（火）～　平成２３年４月２２日（金）
　　
５　選考方法
　選考は、高知大学国際交流基金管理委員会において審議し、学長が決定する。
　　
６　報告書
　　　採択された助成事業を実施する際には、高知大学国際交流基金による支援事業である旨を広くアピールするとともに、事業終了後に所定の報告書を作成し、得られた成果について学内で公表すること。
７　助成事業の公開
国際交流基金管理委員会は、助成事業の実施状況及び実施結果並びに助成金の使途に関する情報を内外に公開できるものとする。なお、公開に当たっては「国立大学法人高知大学の保有する個人情報の適切な管理に関する規則」（平成１７年３月９日規則第４３５号）に配慮するものとする。
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別紙１
Ⅰ 外国人留学生への奨学事業
１　目的及び対象者
平成２３年４月以降、本学の正規課程に在学する私費外国人留学生で、所属学部・専攻長が推薦する次の外国人留学生に生活条件改善のための奨学金を支給する。

（１）一般型
　　　　学業を継続する上で、特に経済的援助が必要と認められる者。

（２）戦略型
　　　　学業・人物等に優れ、将来性豊かであると認められる者。
　 例示　協定等に基づき受入れる留学生（高知県関係の姉妹都市出身者を含む）
本学の大学院（修士・博士課程）へ進学を予定している留学生

将来母国と高知大学との架け橋として活躍できることが嘱望される留学生
その他本学の国際交流の戦略上必要とされる留学生

 ただし、国費留学生ならびに平成２３年４月以降他の団体等から、１年以上継続して月額２万円以上の奨学金等を受けることが決定している者は除く。
２　支給額
（１） 一般型　月額　３０，０００円
（２） 戦略型　月額　３０，０００円
３　支給期間

平成２３年４月から平成２４年３月の間の１２ヶ月以内とする。
４　募集人員
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（１） 一般型
（２） 戦略型
５　事業計画書等
　　事業計画書　一般型（様式１－１）、戦略型（様式１－２）
　　外国人登録カードのコピー、成績通知書（新入生は、日本留学試験結果のコピー）
６　選考方法
選考は、高知大学留学生委員会からの意見を参考に、高知大学国際交流基金管理委員会において審議し、学長が決定する。
７　報告書
事業終了後１ヶ月以内に実施報告書（様式４）を作成し、所属学部・専攻長で取りまとめの上、国際交流基金管理委員会に提出すること。
８　その他
    奨学金支給期間中に、下記のいずれかに該当する場合は、翌月以降の奨学金は支給しない。
ア　本学の学生としての身分を失った場合
イ　病気その他の理由により、修学又は研究を継続する見込みのない場合
ウ　他の団体等から１年以上継続する月額２万円以上の奨学金等を受けることが決定した
　場合
    エ　その他本助成金を受給する者として不適格と認められた場合
別紙２
Ⅱ　外国へ留学する学生への奨学事業

１　目的及び対象
協定等に基づき外国の大学へ留学（３ヶ月～１年間）する次の本学学生に対して渡航のための奨学金を支給し、入学後の学習効果の向上を図る。
（１）学部及び大学院の正規課程に在籍している者
（２）学業・人物ともに優れ、経済的援助が必要であると認められる者

（３）留学期間終了後、本学に戻り、学業を継続する者または学位を取得する者
ただし、他の団体等から月額８万円以上の派遣奨学金等を受けることが決定している者を除
く。

２　支給額 
渡航に必要な経費（渡航費、支度料など）を一時奨学金として支給する。
ただし支給額の上限は３０万円とする。また、支度料は一律１０万円とする。
３　募集人員
２人程度
４　留学開始時期
平成２３年４月１日（金）から平成２４年４月３０日（月）までに留学を開始する者を対象とする。
５　事業計画書等
　　事業計画書（様式２）、積算内訳書（１）、航空賃の見積書
６　選考方法
選考は、高知大学留学生委員会からの意見を参考に、高知大学国際交流基金管理委員会において審議し、学長が決定する。

７　報告書
留学期間終了後１ヶ月以内に実施報告書（様式４）を作成し、所属学部・専攻長で取りまとめの上、国際交流基金管理委員会に提出すること。
別紙３
Ⅲ　大学院生の研究発表を目的とする海外派遣事業
１　目的及び対象
　　　本学の優れた大学院生を広く海外へ派遣し、学会発表・調査研究発表を行う機会を提供し、
　　国際的な人材を育成する。
２　募集件数
５件程度

３　派遣期間
　　平成２３年４月１日（金）から平成２４年３月３１日（土）の間の1ケ月以内とする。
４　支給経費

　　次の経費について助成する。ただし、支給額の上限は３０万円とする。
　（１）派遣される学生に支給する旅費は、国立大学法人高知大学旅費規則（平成１６年４月１日規則第８８号）に規定する旅費を支給する。
　（２）その他の経費
　　　　学会発表・調査研究発表を行うために必要な経費（学会参加費、登録料等）
　　
５　事業計画書等
　　事業計画書（様式３）、積算内訳書（２）
６　選考方法
高知大学国際交流基金管理委員会において審議し、学長が決定する。

７　報告書
事業終了後１ヶ月以内に実施報告書（様式５）及び収支決算書（様式６）を作成し、部局等の長で取りまとめの上、国際交流基金管理委員会に提出すること。
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この件に関する問い合わせ先


研究協力部地域連携課国際連携室


　横山：直通　℡　844－8683　内線　8683


　都築：直通　℡　844－8781　内線　8781


提出先


財務部財務課財務戦略室　


藤原：直通　℡　844－8791　内線　8791


川村：内線 1121
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